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社団法人日本動物用医薬品協会理事長殿

「家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行

規則に基づく学術研究機関の指定に係る基準等」の制定について

このことにっいて、別添のとおり農林水産省消費・安全局長から都道府県知

事宛て通知されましたので、御了知の上、貴職におかれましては、関係各位に

周知していただきますよう御協力をお願いいたします。

24消安第1106号

平成24年7月31日

農林水産省消費・安全局動物衛生課長
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都道府県知事殿

「家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行

規則に基づく学術研究機関の指定に係る基準等」の制定について

平成23年の家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の改正により、家畜伝

染病病原体及び届出伝染病等病原体の所持に当たっては、一定の取扱施設及び
使用等の基準に従うとともに、地震、火災その他の災害の発生時に応急の措,置

を講じなけれぱならないこととされたことを踏まえ、家畜伝染病予防法施行規

則(昭和26年農林省令第35号)第3条第4号、第23条第5号、第26条の 2第5

号、第28条第5号、第29条第5号、第31条第5号及び第33条第5号並びに牛海
綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成H年農林水産省令第認号)第2条第5

号の規定により農林水産大臣が学術研究機関の指定を行うに当たっての基準等

にっいて、呂1絲氏のとおり定めましたので、通知いたします。

農林水産省消費・安全局長

24消安第1106号

平成24年7月31日
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家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規

則に基づく学術研究機関の指定に係る基準等

第1 指定の内容

1 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号。以下「家伝法規

貝山という。)第3条第4号、第23条第5号、第26条の 2第5 号、第28条

第5号、第29条第、5号、第31条第5号及び第33条第5号並びに牛海綿状脳

症対策特別措置法施行規則(平成H年農林水産省令第認号)第2条第5号

の農林水産大臣の指定(以下「指定」という。')は、監視伝染病の種類を

特定して、学術研究機関が所在する場所ごとに行うものとする。なお、「

学術研究」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項、

家畜伝染病予防法施行令X昭和28年政令第235号)第1条及び家伝法規則第

2条の表の上欄に掲げる伝染性疾病ビとにそれぞれ同表の下欄に掲げる家

畜に対し当該伝染性疾病の病.原体.を接種して行う試験研究をいうものとす

る。

2 指定の期間は、 3年間とする。

第2 指定の方法

1 指定を受けようとする学術研究機関の長は、別記様式1による申請書を

農林水産大臣に提出するものとする。

2 指定は、'現地調査又は書類審査により第3の指定の基準に適合、すると認

められる場合に、別記様式2による指令書を交付して行うものとする。

3 指定を受けた学術研究機関の長は、その申請に係る事項を変更したとき

は、別記様式3 により、その変更の日から7日以内に、その旨を農林水産

大臣に届け出るものとする。

4 指定を受けた学術研究機関の長が前項又は第4の規定に違反した場合及

び当該学術研究機関が第3の指定の基準に適合しなくなった場合には、当

該指定を取り消すととができるものとする。

第3 指定の基準

1 伝達性海綿状脳症に関する指定は、当該学術研究が「動物の伝達性海綿

状脳症の実験指針」(平成15年10月.16日動物の伝達性海綿状脳症実験指針

検討会決定)に基づき実施されると認められる場合にのみ行うものとする。

2 伝達性海綿状脳症以外の監視伝染病に関する指定は、次の各号のいずれ

にも適合していると認められる場合に行うものとする。との場合において、

それぞれの用語の意義については家伝法規則第弱条の2第8号及び第10号

.
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から第16号までに定めるところによるものとし、これらの規定中「監視伝

染病病原体」とあるのは「監視伝染病の病原体」と、同条第13号及び第15

号中「実験室等」とあるのは「動物実験室等」と、同条第14号中「法第46

条の17第1項に規定する許司所持者若しくは届出伝染病等病原体」とある

のは「監視伝染病の病原体」と読み替えるものとする。また、「動物実験

室等」とは、飼育設備を設置する室及び専用の前室をいう。

施設等について、次に掲げる要件を満たすこと。

イ.動物実験室等については、次のどおりとすること。

(1)動物実験室等の内部の壁、床、天井その他監視伝染病の病原体に

より汚染されるおそれがある部分については、.その表面が消毒の容

易な構造であること。

(2)動物実験室等の内部に、安全キャビネットを備えていること。た

だし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(i)監視伝染病の病原体の使用がエアロゾルの発生を伴うものでな

し、1昜イ手

(註)動物に対して監視伝染病の病原体を使用する場合において、そ

の大きさのために当該動物を安全キャビネットに収容することが

できないとき

(3)動物実験室等に、足若しくは肘により又は自動で操作することが

できる手洗い設備を設けるとと。ただし、当該設備の設置と同等以

上の効果を有する措置を講じている場合は、この限りでない。

(4)動物実験室等に、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具を設ける

こと。
そ

口流行性脳炎(日本脳炎を除く。)、狂犬病、りフトバレー熱、炭痘、
そ

ブノレセラ病、結核病、鼻痘、家きんコレラ、ランピースキン病、類鼻

痘、ニパウィルス感染症、馬モノレビリウィルス肺炎、野と病及び仮性

皮痘の病原体を使用する場合には、次に掲げるところにより、動物実

験室等に排気設備を設け、又は飼育設備をアイソレーター内に設ける

こと。ただし、ワクチン株及び弱毒株等で農林水産省消費・安全局動

物衛生課が認める株については、この限りでない。

(D 排気設備は、常に空気が動物実験室の出入口から動物実験室等の

内部ヘ流れるよう管理するこどができる構造であること。

(2)排気設備は、動物実験室等からの排気が、一以上のへパフィルタ

ーを通じてなされる構造であること。

(3)排気設備は、その稼働状況を確認する装置を備えていること。

ハ監視伝染病の病原体の滅菌等設備は、当該監視伝染病の病原体取扱

施設の内部に設けること。



二 1年に1回以上定期的に当該監視伝染病の病原体取扱施設を点検し、

イからハまでに掲げる基準に適合するようその機能の維持が図られる

学術研究の実施に当たり、次に掲げる事項を遵守するごと。

イ動物実験室等の内部においては、専用の衣服(動物実験室等に立ち

入る者が着用している衣服の上から着用する衣服をいう。以下同

じ。)及び防護具を着用して作業すること。

口監視伝染病の病原体の使用は、次に掲げる場合を除き、動物実験室

等の内部に備えられだ安全キャビネットにおいて行うこと。

(1)当該使用がエアロゾルの発生を伴うものでない場合

(2)動物に対して監視伝染病の病原体を使用する場合において、その

大きさのために当該動物を安全キャビネッ.トに収容することができ

ないとき

ハ監視伝染病の病原体を使用する際には、動物実験室等のドアを閉め

ておくこと。

動物実験室等の作業区域における飲食、喫煙及び化粧を禁止するこJ二

と。

ホ動物実験室等から退出するときは、動物実験室等において専用の衣

服及び防護具を脱ぐこと。

ヘ動物実験室等から退出するときは、手洗い設備により手指を洗浄す

ること。ただし、当該設備の設置と同等以上の効果を有する措置を講

.じ・ている"場合は、この限りでない。'ー'ンτ'二や・・・・・・・、___、

・ト.税伝染病の病原体た"りt誕し、、取は汚染した翁それのある弱ン
惑'、"、_ξ_。1ボ.゛弓"誠軽*耶^{"論討碕'
ち出し、監視伝染病の病原体取扱施設に設けられた滅菌等設備により

、、滅菌等をすること。

チ監視伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれのある動物

実験室等の物品を動物実験室等から持ち出す場合には、当該動物実験

室等において滅菌等をする場合を除き、密封することができる容器に

入れるとと・もに、持ち出した当該物品について監視伝染病の病原体取

扱施設に設けられた滅菌等設備により滅菌等をすること。

リ動物実験室等における作業に関係しない動物を動物実験室等の内部

に入れないこと。

ヌ動物実験室等において動物に対して監視伝染病の病原体を使用する

場合には、次のとおりとする。

(1)動物実験室等に立ち入るときは、病原体業務従事者の許可を受け

r'
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ること。

(2)動物実験室等の窓を閉鎖するとともに、当該窓が割れないように

すること。

(3)監視伝染病の病原体の種類及びその使用の年月日、当該使用をし

た者の瑠前並びに被使用動物の種類及び頭数を記載した帳簿を備え

ること。

(4)前号口(Dから(3)までに掲げるととろによりの動物実験室等にお

いて同号に規定する排気設備を設けている場合には、動物実験室等

からの排気は、当該排気設備により滅菌等を司、ること。

(5)やむを得ない場合を除き、監視伝染病の病原体を使用した動物を

動物実験室等から持ち出さないこと。

(6)監視伝染病の病原体を使用した動物の死体を動物実験室等から持

ち出す場合には、当該動物実験室等に船いて滅菌等をする場合を除

き、密封するととができる容器に入れるとともに、持ち出した当該

死体については、監視伝染病の病原体取扱施設に設けられた滅菌等

設備により滅菌等をし、かつ、焼却又はこれと同等以上の効果を有

する措置を講ずるとと。ただし、監視伝染病の病原体による汚染を

除去した当該死体を学術研究の用に供する場合は、この限りでない。

(フ)専用の衣服及び防護具並びに飼育設備は、洗浄する前に監視伝染

病の病原体による汚染を除去すること。

(8)'節足動物及び翻歯類の侵入を防止するために必要な措置を講ずる

こと

ル動物実験室等の出入口には、家伝法規則月1信己様式第32号による標識

を付すること。

ヲ動物実験室等には、やむを得ない場合を除き、人が立ち入らないよ

う.にするための措置を講じ、病原体業務従事者以外の者が立ち入ると

きは、病原体業務従事者の指示に従わせること。

第4 災害時の応急措置

1 指定を受けた学術研究機関の長は、地震、火災その他の災害が起こった

ことにより、監視伝染病の病原体による家畜の伝染性疾病がまん延するお

それがある場合には、速やかに次に掲げる措置を講ずるものと司、る。

閧係者以外の者が立ち入らないようにするため、監視伝染病の病原体

がある場所の周囲に、縄を張り、又は標識等を設け、かつ、,見張人を配

置するとと。

前号に掲げるもののほか、監視伝染病の病原体に感染した動物を縄等

により係留し、又は殺すなど、当該病原体の種類及び被害の程度を踏ま



え、当該病原体による家畜の伝染性疾病のまん延を防止するために必要

かつ十分な措置を講ずること。

2 前項の措置を講じた場合には、別記様式4により、遅滞なく、その旨を

農林水産大臣に届け出るものとする。

第5 附則

1 この通知は、通知の日から施行する。

2 「家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置施行規則に

基づく学術研究機関の指定に係る基準等について」(平成16年6月28日付

け16消安第2600号農林水産省消費・安全局長通知。以下「1日通知」とい

う。)は、廃止する。

3 この通知の施行の際現に旧通知の規定に基づく指定を受けている学術研

究機関は、この通知の施行の日に、この通知の規定に基づく指定を受けた

ものとみなす。 、

4 この通知の施行の際現に旧通知の規定に基づく指定の申請をしている学

術研究機関に対しては、従前の例により指定を行うことができる。



偶1信己様式 1)

家畜伝染病予防法施行規則第0条第0号及び第0条第0号却(並びに牛

海綿状脳症対策特別措置法施行規則第0条第0号却)の規定による学術

研究機関の指定申請書

農林水産大臣殿

00地に関する学術研究を行うため、家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林

省令第35号)第0条第0号及び第0条第0号和(並びに牛海綿状脳症対策特別措置
法施行規則(平成14年農林水産省令第認号)第0条第0号地)の規定による学術研

究機関の指定を受けたいので、下記のとおり申請します。

申請者

印氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

住所

学術研究機関の名称

学術研究機関の所在地

事務上の連絡先(担当者の氏畠及び所属部署名.、住所、電話番号、 FAX番

号、メフノレアドレス)

学術研究の対象とする監視伝染病の種類

監視伝染病の病原体の接種を行う動物種名

監視伝染病の病原体を用いた学術研究の概要

年月 日

該当省令の該当条項を記載する。

学術研究の対象とする監視伝染病の種類を記載.する。

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とするとと

2 添付資料として、別紙1の書類を添付すること。

注意

記

1
 
2
 
3

4
 
5
 
6
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1 法人の登記事項証明書

2 監視伝染病の病原体取.扱施設を中心とし、縮尺及び方位を付けた学術研究機
関内外の見取図

3 _監視伝染病の病原体取扱施設のうち、監視伝染病の病原体の取扱いに係る室
の間取り、設備、用途及び出入口を示し、かっ、縮尺及び方位を付けた平面図

4 監視伝染病の病原体取扱施設のうち、監視伝染病の病原体の取扱いに係る主
要部分の縮尺を付けた立面図(当該部分が全て前号の平面図に図示されている

場合を除く。)

5 その他当該申請に係る監視伝染病の病原体取扱施設が第3第2項第1号の施
設等の要件(伝達性海綿状脳症の病原体取扱施設にあっては、'「動物の伝達性
海綿状脳症の実験指針(平成15年10月16日動物の伝達性海綿状脳症実験指針検
討会決定)第2章第1の1の動物実験に係る施設及び取扱いの基準)に適合し
てぃることを説明した書類

別紙1

ノ



(別記様式2)

農林水産省指令00消安第00号

家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第0条第0号及び第

0条第0号(並びに牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成H年農林水産
省令第認号)第0条第0号)の学術研究機関.として、下記のとおり指定する。

平成00年00月00日

氏名

(法人にあってはゞ名称及び代表者の氏名)

住所

ナ

1.学術研究機関の名称

2.学術研究機関の所在地

3.学術研究.の対象となる監視伝染病の種類

4.指定期間

農林永産大臣

注意用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

印

二
一
口
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(別記様式3)

家畜伝染病予防法施行規則第0条第0号及び第0条第0号劫(並び
に牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則第0条第0号和)の規定に

よる学術研究機関の指定申請変更届出書

農林水産大臣殿

平成00年00月00日付け農林水産省指令00消安第00号をもって、家

畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)第0条第0号及び第0条
第0号和(並びに牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則(平成H年農林水産省
令第舶号)第0条第0号知)の学術研究機関に指定されたことにっいて、申請
事項に変更があるので、下記のとおり届け出ます。

届出者

印氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

住所

平成年月

変更の内容

変更の理由

変更の年月日

日

※1

注意

該当省令の該当条項を記載する。

1 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

2 申請書の添付資料の内容に変更が生じた場合1、こは、変更後の内容を

記した書類を添付資料として添付すること。

二
一
口

1
 
2
 
3



し

(別記様式4)

農林水産大臣殿

届出者

印氏名

(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)

住所

「家畜伝染病予防法施行規則及び牛海綿状脳症対策特別措置法施行規則に基づく学
術研究機関の指定に係る基準等」(平成24年0月0日付け24消安1106号農林水産省消
費.安全局長通知)第4の1の規定により応急の措置を講じましたので、同2の規定
により、下記のとおり、届け出ます。

災害時応急措置届出書

、

災害発生日時

災害発生場所

推定される災害発生原因

学術研究の対象とする監視伝染

病の病原体の種類

平成年月

応急措置の内容

監視伝染病の病原体の種類によ

る家畜の伝染性疾病の発生若し

くはまん延の状況又はそれらの

おそれの状況

日

学術研究機関の名称

学術研究機関の所在地

名称

具体的な発生場所

所在地

事務担当者の氏名及び所属

部署名

電話番号及びFAX番号

事務処理欄

メールアドレス

注意用紙の大きさは、日本工業規格A4とするとと。

三
口

事
務
上
の
連
絡
先


